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土木建築委員会次第

日時：平成３１年３月４日（月）本会議終了後

場所：第１委員会室

１ 開 会

２ 土木建築部関係

（１）付託案件の審査

第 ３４号議案 平成３０年度大分県一般会計補正予算（第４号）

（本委員会関係部分）

第 ４３号議案 平成３０年度大分県臨海工業地帯建設事業特別会計補正予算（第２

号）

第 ４４号議案 平成３０年度大分県港湾施設整備事業特別会計補正予算（第３号）

（２）その他

３ 協議事項

（１）その他

４ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

ただいまから委員会を開きます。木付委員長

本日審査いただく案件は、今回付託を受けま

した議案３件であります。

この際、案件全部を一括議題とし、これより

審査に入ります。

初めに、第３４号議案平成３０年度大分県一

般会計補正予算（第４号）のうち、本委員会関

係部分について、執行部の説明を求めます。

第３４号議案平成３０年度阿部土木建築部長

大分県一般会計補正予算（第４号）に関する土

木建築部関係の総括的な内容について御説明し

ます。お手元の土木建築委員会資料の１ページ

をお開き願います。

まず、１補正予算額の表の区分欄、一般会計

の上段から９行目、太字で記載している計の欄

を御覧ください。

既決予算額９２８億６，６８４万８千円に、

その右の今回補正予算額３３億３２７万４千円

を減額すると、さらにその右の計（Ａ）の欄の

とおり、補正後の土木建築部の一般会計の歳出

予算総額は８９５億６，３５７万４千円となり

ます。最も大きな減額理由は、万一に備えてあ

らかじめ確保していた災害関係の予算について、

幸いなことに大きな災害が発生しなかったこと

から約５５億円の減額を行ったことによるもの

です。

具体的な増減の内容について御説明します。

さきほどの計の欄のさらに下、内訳の欄を御覧

ください。

上段の公共事業については８億１４４万円の

減額となっています。その下、国の補正分とし

て１００億４，０４６万４千円の増額をしてい

ますが、さきほど説明した災害関係予算の減額

に加え、年度当初の国内示額が見込みを下回っ

たことにより減額を行うものです。

内訳欄の一番下、非公共事業については、２

５億１８３万４千円の減額です。これは、公共

用地先行取得事業費の減額や、県営都市公園施

設整備事業のラグビーワールドカップ関連工事

におけるコスト削減などによるものです。

次に区分欄の特別会計を御覧ください。こち

らは後ほどの第４３号議案及び第４４号議案の

際に説明しますが、真ん中の臨海工業地帯建設

事業特別会計については１億７，２８１万７千

円の増額、その下の港湾施設整備事業特別会計

については９２１万２千円の増額をお願いして

います。

続いて２土木建築部の繰越明許費（限度額）

です。最上段に既決分として記載のとおり、適

切な工期を設定して発注すると年度を越えるた

め９月補正及び１１月補正で御承認いただいた

事業が、一般会計で４２件８０億円、臨海工業

地帯建設事業特別会計１件３億５，３００万円、

港湾施設整備事業特別会計で１件３億３，６０

０万円です。この承認済みの事業について、今

回変更するものが、変更分として記載のとおり

一般会計で３９件３２０億６，６８９万３千円

です。また、今回新たに限度額の設定を行う事

業として、追加分の欄に記載のとおり一般会計

で１４件２２億７，０７８万円です。これによ

り補正後は、合計欄のとおり９５件４２３億３，

７６７万３千円の限度額となります。これらの

事業については、これから年度末まで事業の進

捗を図り、繰越額をできるだけ少なくするよう

努めてまいります。

続いて３土木建築部の債務負担行為の補正で

す。今回新たに債務設定をお願いする事業は、

追加分としては記載のとおり、一般会計で３件

４，７６７万８千円です。また、既に御承認を

いただいている事業の変更分として、記載のと

おり一般会計で１２件３３億６，０３５万８千

円の減額です。

以上で私からの説明を終わります。詳細につ

いては関係課長から御説明いたしますので、御

審議のほどお願いします。

続いて債務負担行為に藤田土木建築企画課長
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ついて御説明いたします。土木建築委員会資料

の２ページを御覧ください。

（１）の債務負担行為の補正（追加分）です。

一般会計の３件について、いずれも本年４月１

日から業務を行う必要があることから、今年度

中に入札を行い年度内に契約を締結するため、

債務負担をお願いするものです。

次に（２）の債務負担行為の補正（変更分）

です。１から１０番までの道路改良事業につい

ては、備考欄に記載のとおり、早期完了が見込

まれることや関係機関等との協議の結果、次年

度以降の契約とすることになったことから、い

ずれも減額するものです。１１番の生活排水処

理施設整備費補助については、交付決定額の減

額に伴うものです。１２番の大分スポーツ公園

等管理運営委託料については、指定管理者及び

委託料が決定したことによる減額です。

道路建設課関係の補正予算稲井道路建設課長

のうち、主なものについて御説明いたします。

平成３０年度補正予算に関する説明書の２２９

ページをお開き願います。

第２項道路橋梁費、第３目道路新設改良費で

すが、表の左から３番目の補正予算額の欄を御

覧ください。目計で８億４，４７６万３千円の

減額をお願いしています。

主な事業の内訳としては、事業名欄の道路建

設課の一番上にある（公）道路改良事業費４億

７，２５５万４千円の減額は、国庫補助事業費

の確定に伴い減額が生じたものです。その下の

（公）国直轄道路事業負担金２億８２８万３千

円の減額も事業費の確定に伴うものです。

道路保全課関係の補正予算山本道路保全課長

のうち主なものについて御説明いたします。２

２８ページを御覧ください。

第２項道路橋梁費、第２目道路維持費につい

ては、目計で１５億２，１６８万８千円の増額

をお願いしています。

主な事業の内訳として、事業名欄の下から３

番目、（公）道路防災事業費１４億９，７３７

万１千円の増額は、国の補正予算を受け入れて

道路法面の災害防止対策などを実施するもので

す。

河川課関係の補正予算のうち、後藤河川課長

主なものについて御説明いたします。２３１ペ

ージをお開き願います。

第３項河川海岸費、第１目河川総務費につい

て、目計で２億９，５５８万円の減額をお願い

しています。

主な事業の内訳として、事業名欄の下から２

番目にある河川海岸調査費１億３千万円の減額

となっています。これは、災害時の緊急調査費

としてあらかじめ年度当初より所要額を確保し

ていたものを減額するものです。

次に、一番下の洪水時避難行動支援事業費１

億４，１４９万６千円の減額です。これは、当

初に単独事業で計上していました洪水浸水想定

区域図の作成の一部について、平成２９年度の

国の補正予算において交付金の交付対象範囲が

拡大されたため、補正予算を受け入れて事業を

実施したことにより１億８，８９９万６千円の

減額を、また洪水時の住民の的確、確実な避難

行動を支援するため、洪水浸水想定区域図を基

に市町村が行う洪水ハザードマップの作成に要

する経費に対する助成として４，７５０万円の

増額をお願いするものです。

次のページを御覧ください。第２目河川改良

費について、目計で２１億１，９６６万１千円

の増額をお願いしています。

主な事業の内訳として、事業名欄の河川課の

上から３番目、（公）広域河川改修事業費から

次のページの上から２番目の（公）ダム情報基

盤総合整備事業費までの８事業については、国

の防災・減災・国土強靱化のための３か年緊急

対策予算を積極的に受け入れたことに伴う増額

及び国庫補助事業費の確定に伴い増減が生じた

ものです。なお、国の防災・減災・国土強靱化

のための３か年緊急対策については、河床掘削

や河川内の支障樹木の除去、県管理ダムの警報

スピーカーの増設工事等を集中的に実施してま

いります。

港湾課関係の補正予算のうち、外池港湾課長

主なものについて御説明いたします。２３３ペ

ージを御覧ください。

第３目海岸保全費についてですが、事業名欄
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の一番下、（公）海岸環境整備事業費から、次

ページの上から３番目、（公）国直轄海岸事業

負担金までが当課の分です。

主な事業の内訳として、２３４ページの事業

名欄の上から２番目、（公）津波危機管理対策

緊急事業費２億３，６５１万１千円の増額です

が、これは国の補正予算を受け入れ、津波被害

が予想される地域の海岸保全施設の補強などを

実施するものです。

次に２３７ページをお開き願います。第４項

港湾費、第２目港湾建設費について、目計で３

億７１９万２千円の減額をお願いしています。

主な事業の内訳として、事業名欄の一番下、

（公）重要港湾改修事業費から、次のページの

上から３番目、（公）港湾改修統合事業費まで

の４事業については、国庫補助・交付金事業で

あり、事業費の確定に伴うものです。その一つ

下、（公）国直轄港湾事業負担金１，７５４万

３千円の増額は、国が行っている中津港、別府

港、大分港、佐伯港の整備事業費の確定に伴う

ものです。

次にその下、第３目空港建設対策費について

は、目計で６，０７０万７千円の増額をお願い

しています。これは事業名欄の一番下、（公）

国直轄空港事業負担金で大分空港での整備事業

費の確定に伴うものです。

砂防課関係の補正予算のうち、亀井砂防課長

主なものについて御説明いたします。２３４ペ

ージにお戻りください。

第３項河川海岸費、第５目砂防費について、

目計で３億７，８１７万３千円の減額をお願い

しています。

次のページを御覧ください。主な事業の内訳

として、事業名欄の下から５番目の（公）地す

べり対策事業費５億７，７５２万１千円の増額、

また一番下の（公）砂防事業調査費２億９，７

００万円の増額ですが、これは国の補正予算を

受け入れ、地すべり防止施設の整備や土砂災害

警戒区域の指定に必要な基礎調査を実施するも

のです。

次のページを御覧ください。事業名欄の一番

上の（公）砂防災害関連事業費から４番目の

（公）緊急急傾斜地崩壊対策事業費までの４事

業は、災害が発生した場合の緊急対策として、

万一に備えてあらかじめ予算計上しているもの

ですが、幸いなことに大きな災害がなかったこ

とから減額するものです。

都市・まちづ豊田都市・まちづくり推進課長

くり推進課関係の補正予算のうち、主なものに

ついて御説明いたします。２４０ページをお開

き願います。

第５項都市計画費、第３目街路事業費につい

て、目計で４億７，９０１万７千円の減額をお

願いしています。

主な事業の内訳として、事業名欄上から３番

目、（公）街路改良事業費４億９，７９５万８

千円の減額となっています。これは国庫補助事

業費の確定に伴うものです。

公園・生活排水課関島津公園・生活排水課長

係の補正予算のうち、主なものについて御説明

いたします。引き続き２４０ページを御覧くだ

さい。

第５項都市計画費、第４目都市環境整備費に

ついて、目計で５億７，９５７万３千円の減額

をお願いしています。

次の２４１ページを御覧ください。主な事業

の内訳として、まず事業名欄上から３番目、県

営都市公園施設整備事業費の４億３，８６５万

５千円の減額ですが、これはラグビーワールド

カップ大分開催に向けた大分スポーツ公園の照

明設備改修において組織委員会と詳細の協議を

進めながら、より経済的、効果的な構造などを

検討した結果、当初計画より設置基数が大きく

削減できたことなどによるものです。

次に（公）県営都市公園長寿命化対策事業費

４，９４５万円の減額は、国庫補助事業費の確

定によるものです。

また、その下の生活排水処理施設整備推進事

業費の１億８１０万５千円の減額は、市町村事

業費の確定によるものです。

建築住宅課関係の補正予算樋口建築住宅課長

のうち、主なものについて御説明いたします。

２４２ページをお開き願います。

第６項住宅費、第１目住宅管理費について、
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目計で１億６，５８８万４千円の減額をお願い

しています。

主な事業の内訳として、事業名欄上から３番

目の住宅耐震化総合支援事業費について７，８

２１万５千円の減額をお願いしています。これ

は、事業者や自治会への説明会、広報誌・新聞

への掲載等により積極的に事業の周知を図りま

したが、住宅所有者からの申請件数が当初予算

の見込みを下回ったためです。

その二つ下、特定建築物耐震化促進事業費に

ついては、６，５４４万７千円の減額をお願い

しています。これは、工事内容の変更等による

事業費の確定に伴うものです。

公営住宅室関係の補正予算但馬公営住宅室長

のうち、主なものについて御説明いたします。

引き続き２４２ページをお開き願います。

第１目住宅管理費のうち、公営住宅室分とし

て、事業名欄下から２番目の県営住宅等管理対

策事業費について、１，２６０万６千円の減額

をお願いしています。これは、県営住宅のブロ

ック塀改修工事や明渡し請求訴訟に要する経費

等が、当初の見込みを下回ったためです。

次に２４３ページを御覧ください。第２目住

宅建設費のうち事業名欄上から３番目、（公）

県営住宅建設事業費について、３，９６４万５

千円の減額をお願いしています。これは、県営

城南住宅の建て替え工事に係る国庫補助事業費

の確定によるものです。

施設整備課関係の補正予算中園施設整備課長

のうち、主なものについて御説明いたします。

２２５ページにお戻りください。

第１項土木管理費、第４目営繕費について、

目計で１億８，３４８万円の減額をお願いして

います。

主な事業の内訳として、事業名欄の県有建築

物防災対策推進事業費１６４万４千円の減額、

またその下の県有建築物保全事業費４，９０８

万６千円の減額は、入札執行等による事業費の

確定に伴うものです。

次のページの営繕関係受託事業費１億３，２

７５万円の減額ですが、これは県立病院精神医

療センターに係る建築工事が昨年６月に入札不

調となり、９月に再度入札を行ったため、着工

時期の見直しに伴う工事出来高の減少によるも

のです。

以上で一般会計補正予算に係る説明を終わり

ます。よろしくお願いします。

以上で説明は終わりました。木付委員長

これより質疑に入ります。質疑はありません

か。

最後に説明がありましたが、人手不濱田委員

足によって入札不調や工期延長になっており、

最近では、県内だけではなく全国的にも大きな

事業等で不落札という報道を耳にします。こう

した人手不足による入札不調や土木事業の遅延

の現状と将来の見通しをお聞きします。

現在の土木建築部後藤公共工事入札管理室長

の入札不調の状況は９．５％となっています。

そのうち箇所で申し上げると、１１９か所のう

ち７１か所は再度契約に至り、残っている件数

は４８件ですので、ある程度は少ない数に抑え

られている状況です。

不調の原因については、おおむね６割が技能

者、職人不足で、２割が技術者を配置できない

という状況になっています。通常、業者は年間

の発注見通しを踏まえて年間の受注計画を立て、

技術者や技能者、資材などを計画的に確保しま

すが、昨今の入札不調の状況を踏まえ、県とし

ては、突発的な災害補正に伴って、随時、きめ

細かに発注見通しを追加で公表しているところ

です。

技術者不足に対しては、平成２９年の九州北

部豪雨や３０年の豪雨災害について、技術者の

兼任を認める緩和措置を講じたところです。ま

た、今後も補正等による予算の増額も想定され

るため、これまでは災害復旧に限って技術者の

兼任を認めていたところですが、一定の条件の

下で一般の工事まで各技術者の兼任範囲を拡大

しているところです。これによって、これまで

の技術者不足に伴う入札不調は、かなり防げる

のではないかと考えています。

技術者不足について、詳しくは把握濱田委員

していませんが、高校入試の定員についての報

道で、日田林工の建築関係では定員割れの状況



- 5 -

になっておったと思います。県内には大分工業

などの工業系高校がありますが、やはり技術者

を育てていくためには、技術面だけでなく、例

えば週休二日の取組などの労働環境も含めて指

導していくことが大事だと思います。そういう

取組をもっとやらんと、公共事業が推進されて

いかないということが見込まれますので、その

点をしっかりと。特に建築土木関係の定員割れ

については、やっぱり中学校とかの段階で体験

等の必要性もあると思いますけれども、どうで

すか、そういう点は。

今年度の高校入試の倍藤田土木建築企画課長

率を見ると、実は特に建築系、土木系で、定数

をかなり上回っているという状況です。建設業

の魅力を中学生にも感じてもらえているんじゃ

ないかなと思っています。私どもは建設業の魅

力をいかに小学生、中学生に発信していくかと

いうことを非常に重要視しています。現在も建

設業界と一緒に出前講座等で学校にも伺って、

いろんな魅力を発信しています。また建設現場

にも来てもらい、実際に体験してもらっている

ところです。加えて、設計労務単価の見直しや

施工時期の平準化に向けた予算的な措置、就労

環境の改善やＩＣＴ機器の導入に対する助成制

度など、いろんなことに取り組んでおり、やる

気のある建設業界の支援をしているところです。

引き続き業界と一体となって、建設業界の魅力

の発信に努めてまいります。

定数オーバーと言いましたけれども、濱田委員

県内の公立高校で土木建築の定数は全部で何人

ですか。何校で何人ですか。

現在、中津東、大分工藤田土木建築企画課長

業、鶴崎工業、日田林工の４校で、約２００名

と記憶しています。

今の濱田委員の質問に関連して、技守永委員

術者の重複配置を認めているということでした

が、災害が起こるとどうしても通常業務に上乗

せされるので、どうしても人材が不足しがちで

あるし、その際に増員しても、災害対応が落ち

着いたら通常業務の中で人が余ってしまうとい

う心配があります。これはもうしょうがない面

もあると思うんですが、通常業務も含めて重複

を認める形になっていくと、過重に業務を負わ

せたり、逆に仕事を不足させてしまうというこ

とも心配されるんじゃないかなと思います。そ

ういった方々の労働環境、過労、いわゆる働き

過ぎといったことに対してチェックする機能は

あるんでしょうか。

現在の通常事業に後藤公共工事入札管理室長

おける緩和措置については、今後３か年の緊急

対策を見据えた当分の間の措置としています。

昨年度の緩和措置の状況調査によると、事故は

増えてはいないんですが、工事成績は若干です

が下がっているような傾向もございます。当分

の間としていますが、今後も引き続き状況を見

て、必要に応じて緩和措置の在り方を検討して

いきたいと考えています。

なお、チェック体制について、技術者の状況

を把握できるようなスキームは、今のところ持

ち合わせていない状況です。

建設業界がいわゆる３Ｋにあげられ守永委員

ないように、若い方々に魅力を発信する。そし

て実際就職してみても、やはりやりがいのある

いい職場だったと思えるような環境を作ってい

くということが大事だと思います。そういった

部分で県の支援がしっかりと機能するように検

討をお願いしたいと思います。要望です。

ほかに御質疑等もないので、これ木付委員長

より採決いたします。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと決することに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案のうち、木付委員長

本委員会関係部分については、原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。

次に、第４３号議案平成３０年度大分県臨海

工業地帯建設事業特別会計補正予算（第２号）

について及び第４４号議案平成３０年度大分県

港湾施設整備事業特別会計補正予算（第３号）

について、一括して執行部の説明を求めます。

第４３号議案平成３０年度大分外池港湾課長

県臨海工業地帯建設事業特別会計補正予算（第

２号）について御説明します。平成３０年度補
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正予算に関する説明書の３５０ページをお開き

願います。

歳入の主な内容ですが、項・目欄の１財産収

入１億７，７５５万５千円の増額は、土地の売

却に係る増収に伴うものです。その下の２繰入

金４９５万２千円の減額は、起債の金利が確定

したことにより、減債基金からの繰入金が減額

となったものです。

次の３５１ページを御覧ください。歳出の内

容ですが、項・目欄の１土地造成費のうち、事

業名欄の一番上の６号地事業費１億７，７７６

万９千円の増額の主な理由ですが、土地の売却

に係る収入増に伴い減債基金に積立てを行うも

のです。その下の公債費４９５万２千円の減額

は、歳入と同様に起債の金利が確定したことに

より補正をするものです。

続いて、第４４号議案平成３０年度大分県港

湾施設整備事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて御説明いたします。３５４ページをお開

き願います。

歳入の主な内容ですが、項・目欄の３繰越金

８７８万９千円の増額は、２９年度決算におい

て生じた剰余金８７８万９千円を本年度に繰り

越したことによるものです。

次に３５５ページをお開きください。歳出の

内容ですが、項・目欄の１港湾施設管理費のう

ち、事業名欄の一番上の港湾施設管理費８７８

万円の増額の主な理由ですが、消費税額が確定

したことにより増額するものです。また、事業

名欄の一番下の公債費１７５万８千円の減額は、

起債の金利が確定したことにより減額するもの

です。

以上で説明は終わりました。木付委員長

これより質疑に入ります。両案について質疑

はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑等もないので、まず第木付委員長

４３号議案について採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は、原案木付委員長

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、第４４号議案について採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は原案の木付委員長

とおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で付託案件の審査は終わりました。

そのほか、この際何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、以上をも木付委員長

ちまして土木建築部関係の審査を終わります。

執行部は御苦労さまでした。

〔土木建築部退室〕

委員の皆さまから何かありません木付委員長

か。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、これをも木付委員長

ちまして委員会を終わります。

お疲れさまでした。


